
事 業 主　殿 大阪労働局長登録教習機関（登録第１号）

公益社団法人　大阪労働基準連合会

堺労働基準協会

フォークリフト運転技能講習 開催案内（和泉大津地区労働基準協会共催）

フォークリフト運転技能講習(自動車運転免許の所持者・講習時間31時間ｺｰｽ)を開催いたします。

本講習は、労働安全衛生法第76条に基づく最大荷重１トン以上のﾌｫｰｸﾘﾌﾄを運転するための講習です。

この機会に是非受講されますようご案内いたします

記

Ⅰ.講習日時 学科 令和 ８年 ５月１５日（金） 8：30～18：00 （30分前から受付開始）

実技 令和 ８年 ５月１６日（土） 7：40～17：20 （30分前から受付開始）

令和 ８年 ５月１７日（日） 7：40～17：20

令和 ８年 ５月２３日（土） 7：40～17：20

＊講習開始時間に遅れないようにお願いします。

（本人確認＊受講初日免許証等持参願います）

Ⅱ.会　場 学科会場　和泉大津地区労働基準協会　泉大津市池浦町1-5-6

（南海本線　泉大津駅より徒歩11分）

実技会場　丸全昭和運輸㈱ 汐見倉庫営業所　泉大津市汐見町１０４

Ⅲ.講習科目 学科　1.ﾌｫｰｸﾘﾌﾄの荷役に関する装置の構造および取扱いの方法 ４時間

　　　　に関する知識

　　　2.ﾌｫｰｸﾘﾌﾄの運転に必要な力学に関する知識 ２時間

　　　3.関係法令 １時間

実技　1.ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ走行の操作および荷役の操作 ２４時間

Ⅳ.受講資格 満１８歳以上で自動車運転免許の所有者

Ⅴ.講習費用 41,250円（受講料39,600円(消費税込み)、テキスト代1,650円(消費税込み)

Ⅵ.申込手続 1.受講申込書（別添の申込書に必要事項を記入し、運転免許証ｺﾋﾟｰを貼付し 

　　　　　　　当協会へ持参、又は、郵送してください。）

2.写真１枚　(ｻｲｽﾞ 3.0cm×2.4cm､６ヵ月以内に撮影､上三分身正面脱帽､背面無地､

           　裏面に氏名を記入し申込書にのりづけしてください。)

Ⅶ.申込先 堺労働基準協会　〒590-0063　堺市堺区中安井町3-4-11(旧大和産業ビル２階)

　①振込先：三井住友銀行　堺支店　普通預金　0961938　堺労働基準協会

　②講習料全額を申込後１週間以内に振込み下さい。

　③入金確認後、テキスト・受講票は、着払いで送ります。

  ＊協会へ直接申し込みに来られる方は、前日に協会へ連絡ください。

Ⅷ.定　員 ２０ 名(受付期間中でも定員になり次第締めきります)

Ⅸ.申込期間 令和 ８年 ４月２４日（金）

Ⅹ.その他 ＊受講申込み後、ｷｬﾝｾﾙ、当日欠席されても受講料は返金いたしません。

＊受講時には、受講票、ﾃｷｽﾄ、筆記用具(鉛筆、消しゴム等)。

＊学科会場には駐車場はありません。公共交通機関を利用して下さい。

＊実技講習には、ヘルメット、作業服、安全靴、雨具等を持参して下さい。

＊昼食は各自で済ませて下さい。

＊全講習時間を受講され修了試験に合格された方に修了証を発行いたします。

＊受講者の講習期間中の災害事故については、当協会は一切関知いたしません。

＊ご不明なことがありましたら堺労働基準協会（072-233-5396）へ連絡下さい。

令和8年2月9日




